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【改正案の控除額及び改正前後の影響について】

配偶者の給与収入

配偶者控除
配偶者特別控除

控除対象
配偶者

老人控除
対象

配偶者

103万円以下

103万円
超

150万円
以下

150万円
超

155万円
以下

155万円
超

160万円
以下

160万円
超

166.8万円
未満

166.8万円
以上

175.2万円
未満

175.2万円
以上

183.2万円
未満

183.2万円
以上

190.4万円
未満

190.4万円
以上

197.2万円
未満

197.2万円
以上

201.6万円
未満

201.6万円
以上

本
人
の
給
与
年
収

1,120万円以下
38万円
(33万円)

48万円
(38万円)

38万円
(33万円)

36万円
(33万円)

31万円
(31万円)

26万円
(26万円)

21万円
(21万円)

16万円
(16万円)

11万円
(11万円)

6万円
(6万円)

3万円
(3万円)

0万円
(0万円)

1,120万円超
1,170万円以下

26
（22）

32
（26）

26
（22）

24
（22）

21
（21）

18
（18）

14
（14）

11
（11）

8
（8）

4
（4）

2
（2）

0
（0）

1,170万円超
1,220万円以下

13
（11）

16
（13）

13
（11）

12
（11）

11
（11）

9
（9）

7
（7）

6
（6）

4
（4）

2
（2）

1
（1）

0
（0）

1,220万円超
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）

（※1）給与収入以外の収入は無いものとする
（※2）カッコ内は住民税の控除額

〇平成30年分以後の所得税、平成31年度分以後の個人住民税について適用される。

次ページ参照
減税 増税 変更なし

・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円から123万円（給与収入のみの場合の収入金額は141万円
から201万円）まで引き上げられます。

・配偶者控除及び配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が900万円（給与収入のみの場合の収入金額は1,120万円）を超えると
控除額が減少し、1,000万円（給与収入のみの場合の収入金額は1,220万円）を超えると控除額が0になります。

１．改正の概要



©2016 Yamada & Partners All rights reserved. 内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」(平成28年12月8日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出
される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門
家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。無断複写・転載を禁じます。

平成２９年度 税制改正解説
所得課税～配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し②

速 報

3

２．実務上の留意点

３．今後の注目点

・当該改正により減税となった世帯でも、社会保険料の増加や妻の年収増加による夫の勤務先の配偶者手当の減少により手取り
が減る可能性がある。

・配偶者控除、配偶者特別控除の見直しは個人所得課税改革の第一弾であり、今後も所得課税改革は継続される。

【配偶者の給与収入が103万円超150万円以下の場合の改正案の控除額及び改正前後の影響について】

配偶者特別控除

配偶者の給与収入

103万円
超

105万円
未満

105万円
以上

110万円
未満

110万円
以上

115万円
未満

115万円
以上

120万円
未満

120万円
以上

125万円
未満

125万円
以上

130万円
未満

130万円
以上

135万円
未満

135万円
以上

140万円
未満

140万円
以上

141万円
未満

141万円
以上

150万円
以下

本
人
の
給
与
収
入

1,120万円以下
38万円
(33万円)

38万円 38万円
(33万円)

38万円
(33万円)

38万円
(33万円)

38万円
(33万円)

38万円
(33万円)

38万円
(33万円)

38万円
(33万円)

38万円
(33万円)

1,120万円超
1,170万円以下

26
（22）

26
（22）

26
（22）

26 
(

26
（22）

26
（22）

26
（22）

26
（22）

26
（22）

26
（22）

1,170万円超
1,220万円以下

13
（11）

13
（11）

13
（11）

13
（11）

13
（11）

13
（11）

13 13
（11）

13
（11）

13
（11）

減税 増税 変更なし

（22）

（33万円）

（11）

（※1）給与収入以外の収入は無いものとする
（※2）カッコ内は住民税の控除額


